
環境
*********************************************************************************

　担当課 環境課（2017年３月回答）

　提案・意見 ペットの火葬場について

ペットの火葬場を作って下さい。
外の市では皆あるのになぜ伊勢はないのですか？
このペットブームの中で考えないのは変です
よろしくお願いします。

　回答

ご提案いただきましたペットの火葬場については現在、市内にお
いて民間事業者がペットの火葬場を運営されていることもあり、市
がペットの火葬場を建設する計画はございません。今回はご意見と
していただき、今後も市民の皆さんが住みやすい環境となるよう努
めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げま
す。



環境
*********************************************************************************

　担当課 環境課（2017年３月回答）

　提案・意見 犬の散歩マナーについて

最近町内で犬の糞の放置が大変多く見られます特に小俣役場周辺
や宮前の川の周辺その他町内全域です。衛生面や歩道にも多いので
子供や老人が踏みつけて転びそうになったりの危険もあります。早
急に広報や狂犬病の注射時などアピールをしたり、注意喚起の立札
を立てるなどもっと行って下さい。

　回答

犬の糞の始末等の飼主のマナー向上につきましては、従前より狂
犬病予防注射の実施時をはじめ、動物愛護週間においてはパンフ
レットの配布、広報いせ等による啓発を行っているところです。

また、個別に寄せられるご相談につきましても、自治会と連携し
て啓発チラシの回覧やポスターの配布を行っており、飼い主がわ
かっている場合は保健所と連携して直接飼い方指導を行っていると
ころです。

今後も人と動物が共生できる社会を目指し飼主のマナー向上につ
いて啓発に努めてまいりますので、ご理解ご協力いただきますよう
お願いします。



環境
*********************************************************************************

　担当課 環境課（2017年３月回答）

　提案・意見 ノーリードの飼い主

宮川河川敷で大型犬をノーリードで散歩させる非常識な人がい
る。ドーベルマンみたいな黒犬２匹が向かって来てビックリした。
その内小さい幼児が噛まれる事故が起きないか心配だ。どこへ相談
したらいいのか分からず投稿します。

　回答

ご相談いただきましたノーリードでの犬の散歩について、伊勢保
健所職員と共に３月７日に現地確認を行いましたが、該当する飼主
を確認できませんでした。

飼い犬のけい留につきましては「三重県動物の愛護及び管理に関
する条例」第７条において、飼主の義務として制定されており、狂
犬病予防注射時期や動物愛護週間において、パンフレットや広報な
どで飼主のマナー向上を啓発しています。

また、ノーリード行為を現場で確認し飼主が特定できる場合は保
健所と連携し飼い方指導を行っておりますので、再度ノーリードで
の犬の散歩をお見かけされましたら、伊勢保健所（0596-27-5151）
もしくは伊勢市環境課（0596-21-5541）までご連絡ください。



環境
*********************************************************************************

　担当課 環境課（2017年３月回答）

　提案・意見 墓地について質問

小俣の若山墓地はチラホラ空いているところが見受けられます
が、今から新規で入ることはできますか？

　回答

平素は、市営墓地運営にご理解ご協力いただきありがとうござい
ます。

小俣若山墓地につきましては、現在、貸出しできる区画はありま
せん。

なお、墓石が建立されていない区画につきましては、既に使用名
義があり今後墓石が建立される区画ですのでご了承ください。

また、市が管理する墓地では小俣若山墓地のほか、大世古墓地お
よび大湊墓地があり両墓地とも空き区画があります。詳しくは、市
環境課環境対策係（0596-21-5541）までおたずねください。



ごみ
*********************************************************************************

　担当課 清掃課（2017年３月回答）

　提案・意見 資源拠点ステーション

伊勢中央（伊勢市駅裏）の資源拠点ステーションのスタッフの方
の対応が大変素晴らしいです。子どもたちにもとても親切で、分別
についてもわかりやすく丁寧に教えてくださって本当にありがとう
ございます。他の資源ステーションも利用したことがあるのです
が、スタッフの方はここが一番です。いつも直接お礼は言っており
ますが、市役所にも把握していただきたく投稿します。

　回答

ご丁寧にメールをいただきまして、誠にありがとうございます。
今後とも、ごみの減量・資源化にご協力いただきますよう、よろし
くお願いします。



まちづくり
*********************************************************************************

　担当課 都市計画課、企画調整課（2017年３月回答）

　提案・意見 駅前再開発ビルへの補助金について

昨日 新聞報道で見ましたが、国の「中心市街地再生事業補助
金」制度に基づく補助を前提として意見を述べます。

①国の補助金制度を閲覧しましたら、平成28年８月に公募が終了し
ていることから、基本計画が策定されて補助制度の目的に相うこと
から公募に参加し、その結果採択されたので公表に至ったのだと仮
定しますが、公募に参加した時期に公表できなかったのか市民に
とって駅前の活性化については関心事であり、まして、その中に福
祉施設が入るのであれば、更に感心が強まっていると思われます。

②駅前ビルの概要（民間の施設ということで限りがあると思われる
が、市長が報道で記した福祉施設の入居と市街地活性化につながる
施設にあってはできるのでは）を、市のHP若しくは広報へ掲載して
オープンにしたらどうですか。

③市長として29年度予算で予算組すると思われますが、予算編成方
針で述べてはどうですか。（新聞報道で「駅前・市街地の活性化に
つながる」と記されている）

　回答

　貴重なご意見ありがとうございます。
駅前再開発ビルへの補助金は、「中心市街地再生事業補助金」制

度によるものではなく、国の「市街地再開発事業」制度に基づく補
助を予定しております。

「市街地再開発事業」とは、民間事業者（施行者）が施行する市
街地再開発事業の施設建築費の一部に補助金を交付することで、事
業の促進を図ることを目的とした事業となっております。

駅前再開発ビルについては、施行予定者が施設の内容等に関して
検討している段階であるため、HP等による公表は行っておりません
が、事業の進捗状況に合わせ、HPや広報へ掲載していきたいと考え
ております。
（都市計画課）

なお、当該補助については、“伊勢市駅前再開発事業に関する支
援”として、平成29年度施政方針の、中心市街地の活性化に関する
取組の一つとして触れることとしておりますので、ご理解願いま
す。
（企画調整課）

今後も、伊勢市のまちづくりにご理解、ご協力を賜りますようお
願いいたします。



福祉
*********************************************************************************

　担当課 こども課（2017年３月回答）

　提案・意見 保育所給食の食材仕入れ先公開を希望します

家庭と同じくらいの回数で口にする保育園の食事が、どこから仕
入れたどんなもので作られているのか、親として知りたいと思うの
は自然なことと思います。献立は市役所が選んだ栄養士によるもの
で統一されていることはわかりましたが、仕入れ先は各保育所がそ
れぞれ選んでいると聞きました。実際にいくつかの園に問い合わせ
てみると、そのようなことを尋ねる保護者が少ないのか、大概口を
濁されて、明確に回答をいただくことができませんでした。できる
かぎり地産地消で安心安全な食材選びを心がけているとは、どの園
もおっしゃいます。公開できない理由はないと思うのですが、個人
が尋ねるレベルではなかなか知ることができません。
　市役所として、知る権利が保障される仕組みを整えてください。

　回答

平素より保護者様におかれましては保育行政にご理解、ご協力を
いただき、ありがとうございます。
　お問い合わせいただきました件について、お答えします。

市内の公立保育所の食材購入先業者につきましては、直接市役所
こども課へお問い合わせいただければ、お答えさせていただきま
す。基本は地産地消を念頭に、県内産の食材を仕入れていただくよ
う、各納入業者へ依頼をしておりますが、生鮮食品については天候
や作柄により材料の確保が困難な場合には、止むを得ず食材の変更
や県外産を使用する場合もございます。

私立保育所につきましても公立と同じ考えで食材を選んでいただ
いておりますが、食材購入業者につきましては、それぞれの園の判
断となりますので各園にお問い合わせいただきますようお願いしま
す。



福祉
*********************************************************************************

　担当課 こども課（2017年３月回答）

　提案・意見 延長保育について

　保育園のあずかり時間の拡大をお願いしたいです。
ほとんどが18時まで。フルタイムで働いていると、定時で終わっ

ても車で迎えに行くと18時に間に合うことはほとんどないです。定
時で終わることのできる職場ばかりではありません。延長保育を各
園でもう少し延ばしてほしいです。早朝保育の検討もお願いしたい
と思います。多様な職種、共働きが増えてきている中で行政にも、
もう少し対応してほしいです。

　回答

この度は保育時間についてのご意見をいただき、誠にありがとう
ございます。

現在、市内の保育所および認定こども園では、延長保育のニーズ
が高い９施設で延長保育を実施しております。公立施設での、延長
保育の実施を含めた保育時間の変更につきましては、いただいたご
意見や今後の施設の利用状況を踏まえながら、検討してまいりたい
と考えております。

また、私立施設での延長保育の実施および保育時間の設定につき
ましては、各施設の判断によるものとなっております。各施設に
は、保育ニーズの把握に努め対応していくよう働きかけを行ってま
いりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。貴重なご意
見ありがとうございました。



福祉
*********************************************************************************

　提案・意見 睡眠妨害

中央保険センターの玄関チャイムが夜間に鳴りっぱなし、これで
２度目。以前もこういうことがあり、２度とないよう注意すると
言っていたがこの始末、いい加減にして欲しい。行政とはこういう
ものなのか、鈴木市政の真価を問いたい。我々は寝られないが、保
健センターの責任者もチャイムを切り忘れた者も寝ているであろ
う。しかし近隣住民は寝られない、朝までこのままとか管理責任を
問いたい。



　担当課
福祉総務課、社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会
（2017年３月回答）

この度は、伊勢市福祉健康センターの「音声標識ガイド装置」の
チャイム音が夜間閉館後も鳴り続けていた事に関しまして、ご迷惑
をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

原因は、当センター閉館後に担当職員が、「音声標識ガイド装
置」のスイッチをオフにすることを失念してしまったことでござい
ます。

さらに、以前にも同様のミスでご迷惑をおかけしており、お詫び
のしようもございません。
　以下の再発防止策を講じます。
①閉館作業のチェックリストを新たに作成し、複数のチェックをす
ることにします。（３/１実施済）
②担当職員が、万が一装置のスイッチをオフにするのを失念しても
自動的にオフとなるよう自動切タイマーを設置します。（３/８設置
済）

以上の対策をし、今後このようなことがないよう一層指導を強化
してまいります。申し訳ございませんでした。
（社会福祉法人　伊勢市社会福祉協議会）

　回答

この度は、大変ご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございませ
んでした。以前にも同様のお話しをいただいていたにもかかわら
ず、このようなことになってしまったことにつきまして、重ねてお
詫び申し上げます。

この福祉健康センターのチャイムですが、視覚障がい者の方のた
めに音声標識ガイド装置を設置させていただいているもので、利用
者の安全を確保する面から重要なものでございます。運用について
も適切な管理が求められているにもかかわらず、今回ご指摘いただ
いた時間帯にチャイムが鳴ってしまったことにつきましては、大変
重く受け止めているところです。

今回お話をいただいたチャイムの件につきましては、福祉健康セ
ンターの指定管理者である伊勢市社会福祉協議会に対して、厳重に
注意するとともに迅速に具体的な対策をとるよう指示したところで
す。今後とも福祉健康センターの適切な管理に努めていきたいと思
いますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。本当に
申し訳ございませんでした。
（福祉総務課）



福祉
*********************************************************************************

　担当課 こども課（2017年３月回答）

　提案・意見 保育士について

○○保育園の○○のクラスの保育士さんについて（特定の１名で
す）
　数ヶ月前の出来事ですが、不快すぎて意見させて頂きました。

間違いでしたら大変申し訳ありませんが障害があると見受けられ
る園児１名に対し、公衆の面前で叱るではなく怒っている、怒鳴っ
ている。

ティッシュを床にすててしまい注意されていたようですが「お
い、さっきなんした？ティッシュすてたやろが」にらみつけて、感
情のまま怒ってる感じ･･･これ躾ですか？ちっとも愛情が感じられな
いですね。しかも周りには同じ保育園の子がたくさん居るというの
に、先生がこんな言葉づかいや態度とっていたら子供達真似しませ
んか？悪い見本だと気づけばいいですけど。
「褒める時は大声で人前で」
「叱る時は小声で２人で」
怒る･･･怒り手の感情を外に爆発させること
叱る･･･相手によりよい方法を教示すること

　回答

この度は保育士の対応につきまして、不快な思いをさせてしま
い、申し訳ございませんでした。

保育所におきましては、子どもたちが心身ともに健やかに成長で
きるように願って保育にあたっておりますが、ご意見からして、保
育士の対応に至らぬ点があったことをお詫び申し上げます。今回い
ただいたご意見につきましては、当該園に対して指導するととも
に、他の公立保育所にも周知し保育の資質を高めていくよう努めて
まいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
　貴重なご意見ありがとうございました。



福祉
*********************************************************************************

　担当課 職員課（2017年３月回答）

　提案・意見 障害者の雇用枠について

障害者をもつ親の立場として
市長さんが障害者の支援に力を入れているように思うのですが、

市の職員の雇用の枠はあるのでしょうか。大きな企業は雇用しない
とペナルティが課せられます。まずは市が障害者の雇用枠をひろげ
ていただけるとありがたいです。

　回答

　日頃は市政にご協力いただき有難うございます。
地方公共団体の障がい者採用につきましては、「障害者の雇用の

促進等に関する法律」により、職員に占める割合が2.3％以上となる
よう義務付けられております。

伊勢市としましては、2.3％を下回ることのないよう毎年精査し、
必要に応じて障がいのある方を対象とした採用試験を実施している
ところであり、本年度も障がいのある方を対象とした職員採用試験
を実施したところでございます。

ご指摘いただきましたとおり、市として障害のある方の雇用を促
進し、職業の安定を図る施策を実施する立場でありますことから、
率先垂範して障がいのある方の採用に努めて参りますのでご理解・
ご協力をいただきますようお願いいたします。



福祉
*********************************************************************************

　担当課 こども課（2017年３月回答）

　提案・意見 一時保育負担金の納入方法について

　現在、伊勢市の一時保育を利用させてもらっています。
毎月の一時保育負担金の納入が、銀行の窓口でしか出来ないた

め、大変不便です。
コンビニで納入出来たら一番いいのですが、せめて銀行のATMで納

入出来るようにして頂けないでしょうか。
銀行の窓口は平日の９時から15時までしか開いておらず、共働き

の方はどうされているのだろうと思います。
　改善して頂けるとありがたいです。
　よろしくお願いします。

　回答

この度は一時保育負担金の納入方法についてのご意見をいただ
き、誠にありがとうございます。

一時保育負担金につきましては、指定金融機関の窓口のほか、伊
勢市役所こども課窓口、各総合支所生活福祉課、各支所でお支払い
いただけます。また、一時保育を実施している保育所きらら館・し
ごうこども園でもお支払いいただくことができます。

伊勢市役所こども課窓口、各総合支所生活福祉課および各支所で
は、平日は８時30分から17時15分まで、月曜日にかぎり伊勢市役所
こども課窓口では、19時までお支払いしていただけます。

ご提案いただきました、一時保育負担金のコンビニおよびATMでの
納入につきましては、ニーズや導入コスト等を鑑みながら、検討を
させていただきます。

今後も、一時保育のサービスがより利用しやすいものとなるよう
努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
貴重なご意見ありがとうございました。



その他
*********************************************************************************

　担当課 選挙管理委員会事務局（2017年３月回答）

　提案・意見 18歳19歳20歳の投票率を公表しない理由について

前回、平成29年伊勢市市長選挙及び伊勢市市議会選挙において、
18歳19歳20歳の投票率の公表を要望しましたが、伊勢市選挙管理委
員会事務局からの回答は、18歳19歳20歳の投票率公表について、何
も回答して頂けませんでした。
18歳19歳20歳の投票率を公表すると、どのようなデメリットがあ

るのでしょうか？
18歳19歳20歳の投票率を、公表しない理由について、教えてくだ

さい。
集計作業が大変だというのなら、18歳だけでも、投票率を公表し

て欲しく思います。

　回答

前回のご質問に対する回答につきまして、説明が不十分でありま
したことをお詫び申し上げます。

ご質問いただきました18歳19歳20歳の投票率の公表につきまし
て、今後執行される選挙の際には、18歳、19歳、20～24歳（20歳以
上は５歳区切り）の投票率をホームページにて公表するように考え
ておりますので、ご理解をたまわりますよう、よろしくお願い申し
上げます。



その他
*********************************************************************************

　提案・意見 消防の安全管理Ⅱ

先月「消防の安全管理」で市民の声に投稿した者ですが、回答あ
りがとうございました。しかし、どこか要点を得ない国会答弁を聞
いているようで、釈然としません。もう少し具体的に質問しますの
で回答をお願いします。
・命を軽視するような命令を出した上司の責任は問われないのか。
問われないのであればなぜか。
・責任を取ったのであればどのような責任を取ったのか。
・このような命令は、他市の消防の安全管理意識とずれはないの
か。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

また、市の担当部署は、このようなパワハラ職員がいることを把
握しているのでしょうか。３月１日の新聞に載っていた福岡県の糸
島市消防本部のように消防本部内で対処するだけで表面に出てくる
まで目をつむっているつもりでしょうか。回答お願いします。

それと、２月に投稿した私の「市民の声」が２月の更新で紹介さ
れていませんが、紹介する、しないの基準はあるのでしょうか。投
稿するからには、紹介してほしいのでこれからの参考としてその基
準を教えてください。また、２月の私の投稿が紹介されなかった理
由は、その基準のどこに引っ掛かったのでしょうか、回答お願いし
ます。



　担当課 消防本部総務課、広報広聴課（2017年３月回答）

　回答

　ご意見ありがとうございます。
消防活動は、極めて作業危険の高い災害現場において迅速な活動

が求められるため、消防職員の安全管理は、任務遂行と安全管理と
の両立・バランスが求められるものであり、常に安全への高い意識
と高度な判断力が必要とされます。

また、火災現場等の命令につきましては、消防庁通知に基づく
「警防活動時等における安全活動マニュアル」を遵守したものであ
り、ご指摘いただいた命令はございません。

なお、日頃の職員訓練につきましても、「訓練時における安全管
理マニュアル」（消防庁通知）に基づく訓練・指導を行っていると
ころです。

他都市の消防本部におきましても同様、消防庁通知に基づくマ
ニュアルを遵守しているものと考えております。

また、パワーハラスメントにつきましては、職員に、消防庁通知
「消防職員の厳正な服務規律の確保の徹底について」基づく周知・
徹底を図っているところです。

今後も消防行政にご理解ご協力をいただきますようよろしくお願
いいたします。
（消防本部総務課）

ご意見と回答文書は、伊勢市情報公開条例第９条各号に規定する
情報に該当するものを除き、すべて公表しています。
伊勢市情報公開条例
（ http://reikisyu.city.ise.mie.jp/ise/reiki_honbun/r329RG0000
0043.html）

なお、公表の時期は、回答月の翌月となります。平成29年２月回
答分については、３月10日に公表しました。
　ご意見をいただきましてありがとうございました。
（広報広聴課）



その他
*********************************************************************************

　担当課 議会事務局（2017年３月回答）

　提案・意見 市議会での高校生との意見交換会について

以前、伊勢市議会事務局より、議会報告会について質問をした
際、議会報告会より高校生との意見交換会を計画しているとの回答
をいただきました。

議会のあり方調査特別委員会の広聴検討分科会には、議事概要し
かなく詳細な会議録が判らないので、進捗状況を教えてください。
　意見交換会は、どのような規模を想定しているのでしょうか？
　意見交換会は、高校生以外の一般傍聴者を想定していますか？

意見交換会に参加しない高校生に対して、意見交換会の内容をど
のように伝えるのでしょうか？

意見交換会に参加しない高校生には、傍聴や視聴ができる仕組み
を作って欲しく思います。

　回答

今回お問い合わせいただきました「意見交換会」につきまして
は、先月○○様からの質問へ、「市議会の広報広聴機能の充実を図
る１つの方法として、若い世代に地域行政等への関心を持ってもら
うため、市内の高校生や大学生との意見交換会が開催できないかを
協議している」と回答いたしました。

本件について、その後の進捗状況でございますが、議会のあり方
調査特別委員会の広聴検討分科会において、皇學館大学と相談をさ
せていただいており、５月下旬から６月上旬に意見交換会が開催で
きるよう協議を行なっています。

現状としては、学生さんの参加人数等は未定で、大学生以外の一
般傍聴は想定しておりません。また意見交換会の内容については、
開催後に市議会ホームページでの公開を予定しておりますが、今
後、市内の高校生や大学生の若い世代に地域行政等へ関心を持って
もらうため、広聴の仕組みを検討してまいりたいと思いますので、
ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。



その他
*********************************************************************************

　担当課 広報広聴課（2017年３月回答）

　提案・意見
市民の声の更新情報をホームページの新着情報に掲載
して下さい

以前、伊勢市のwebサイトのトップページにある新着情報には、市
民の声の新着情報が掲載されていました。
　なぜ、やめたのでしょうか？
　理由を教えて下さい。

情報が更新されたのなら、新着情報に更新された旨の告知とし
て、市民の声へのリンクを貼って欲しく思います。
　市民への情報周知を、促して欲しく思います。

　回答

ホームページ「市民の声」については、毎月情報を更新していま
すが、その際、新着情報へのピックアップを失念しておりました。
申し訳ございません。
　４月更新分から、新着情報へピックアップいたします。
　ご意見をいただきまして、ありがとうございました。



その他
*********************************************************************************

　提案・意見 伊勢市議会の委員会をビデオカメラで録画して下さい

市民の声2017年3月10日の回答に、市民の方から伊勢市議会の委員
会を、動画配信サービスustreamにて、インターネットにより生中継
して欲しいという意見がありました。

これは、第一回伊勢市議会議会報告会にて、市民の方からイン
ターネットによる動画配信の要望が既にあった問題です。

それ以来、何度か議会報告や市民の声に、同様の提案や要望が送
られていましたが、伊勢市議会では、インターネットによる動画配
信を議論したことがありません。

にも関わらず、議会事務局からの回答は、「会議のインターネッ
ト配信につきましては、今後、市役所本庁舎の改修工事が予定され
ておりますことから、この改修に合わせて検討しているところでご
ざいますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたしま
す。」としていますが、いつどのような委員会にて、議論されたの
か教えて下さい。

私は、インターネットの動画配信は、生中継にこだわる必要はな
いと考えています。

一旦ビデオカメラで撮影した動画を、インターネット上にアップ
ロードするだけで、十分に思います。

　これには、インターネットの回線工事は関係ありません。
必要なものは、ビデオカメラとマイクと保存用メディアと、イン

ターネットの動画配信サービスにアップロードするための情報端末
だけです。

伊勢市では、動画配信サービスyoutubeに行政チャンネルを開設し
ています。
　同様に、議会チャンネルを開設して頂けないでしょうか？
youtubeは、PCやスマートフォン・タブレットPC端末はもとより、

最近のテレビやゲーム機でも視聴が可能なサービスです。
開設できないのなら、どうしてできないのか理由を教えて下さ

い。



　担当課 議会事務局（2017年３月回答）

　回答

今回、ご意見をいただきました、伊勢市議会の委員会をビデオカ
メラで録画し、インターネットによる動画配信につきましては、こ
れまで当市議会内の議会改革特別委員会、及び議会のあり方調査特
別委員会の広報検討分科会において、配信方法や費用の面など協議
がされております。

本件については、以前からもご意見をいただいており、繰り返し
になり恐縮でございますが、会議のインターネット配信につきまし
ては、今後、市役所本庁舎の改修工事が予定されておりますことか
ら、この改修に合わせて検討しているところでございます。

なお、本件に要する費用を政務活動費から捻出とのご意見をいた
だきましたが、政務活動費の趣旨「議員の調査研究その他の活動に
資するため必要な経費」とは異なるため、これに充てることはでき
ません。

いずれにいたしましても、議会のICT化に関する検討も必要なこと
から、市行政チャンネル担当とも相談しながら前向きに検討してい
く予定ですので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたしま
す。



その他
*********************************************************************************

　担当課 職員課（2017年３月回答）

　提案・意見 嘱託職員 産前、産後給料

　産前、産後の給料は基本給の何％もらえるのですか??

　回答

嘱託職員の産前及び産後休暇につきましては、有給休暇となって
いるため、月額賃金の全額が支給されることとなっております。



その他
*********************************************************************************

　担当課 消防本部総務課（2017年３月回答）

　提案・意見 イエローカード

このたび消防では、備蓄ガソリンの不正使用が、発覚しました
が、現在の○○と○○も胸に手を当てて過去の言動を反省し、「有
ることあること」書かれないよう今後の言動に気を付けて足をすく
われないよう、後の短い消防人生を送ってください。

　回答

　ご指摘の備蓄ガソリンの不正使用は、ございません。
職員の言動につきましては、消防庁通知「消防職員の厳正な服務

規律の確保の徹底について」に基づき、周知・徹底を図り、職務を
適正に遂行していますので、ご理解賜りますようお願いします。



その他
*********************************************************************************

　担当課 財政課（2017年３月回答）

　提案・意見 新公会計制度について

以前、市民の声に伊勢市民から、新公会計制度に関する提案があ
り、当時の伊勢市は、新公会計制度の導入に向けて準備を進めてい
ると、回答をしていました。

現在、伊勢市における新公会計制度の、導入の進捗状況を教えて
下さい。
　よろしくお願いします。

　回答

過去に新公会計制度の導入に関するご提案をいただき、その回答
をいたしました平成25年度当時においては、新公会計制度として
「基準モデル」と「総務省方式改定モデル」が総務省より示されて
いたなかで、伊勢市は、「総務省方式改定モデル」による財務書類
等の作成を目指し作業を行っていたところでした。（なお、当時の
公会計制度では、基準モデル、改定モデルをはじめ、東京都方式や
大阪府方式など独自の会計基準が複数存在していたことから、総務
省ではこれらの会計基準を統一し規格化するための研究が進められ
ていました。）

その後、平成26年度に総務省から統一的な会計基準が示され、こ
の基準に準拠する財務書類等を原則として平成27年度から平成29年
度の３年間で全国の地方公共団体において作成するよう要請があっ
たところです。

この総務省の要請を受けて、伊勢市では、平成27年度から平成29
年度までの３年間で統一的な基準に基づく財務書類等を作成するこ
とを目指し、現在、その準備作業を進めています。作業の進捗とし
ては、平成29年度の財務書類等作成に向けた作業手順の研究や問題
点の洗い出し等を行ったところです。

引き続き作業を進め、平成29年度では、平成28年度の決算情報を
もととする財務書類等を作成し公表していきたいと考えていますの
で、ご理解を賜りますようお願いいたします。

この度は、貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうござ
いました。



その他
*********************************************************************************

　担当課 議会事務局（2017年３月回答）

　提案・意見 議会報告会を開催して下さい

伊勢市民に対する伊勢市議会の広報及び広聴を図る目的として、
議会報告会の開催を強く要望します。

現在、市議会で議論されている若い世代に対する広聴は、皇學館
大学においての異見交換の場を設けるというのなら、一昨年まで行
われていた議会報告会の開催と、同じだと考えます。

５月下旬から６月上旬に開催されるであろう皇學館大学での意見
交換会の前後に、伊勢市議会の議会報告会を各地で開催しても、問
題はないと考えます。

昨年にあった鈴木市長と地域懇談会において、議会報告会開催に
ついて、その場に参加していた中村市議から「開催したい」と懇談
会の報告書でおっしゃっています。

議会報告会について、どのような議論が行われているのか教えて
下さい。

議会報告会開催に向けて、障害になっているものがあるのなら、
それはなにか教えて下さい。

伊勢市民に開かれた伊勢市議会であることを、期待しておりま
す。

　回答

議会報告会の開催につきましては、現在のところ、開催予定はな
く、大変申し訳ございません。

市議会といたしましては、議会のあり方調査特別委員会・広聴検
討分科会において、今後の議会報告会または市民との意見交換会の
あり方についての協議を行った結果、当面は、市議会の広報広聴機
能の充実を図る一つの方法として、若い世代に地域行政等への関心
を持ってもらうため、皇学館大学との意見交換会の開催へ向け、協
議を進めているところでございます。

今後も市民の皆様に対する伊勢市議会の広報及び広聴のあり方を
検討してまいりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いい
たします。



その他
*********************************************************************************

　担当課 選挙管理委員会事務局、学校教育課（2017年３月回答）

また、選挙権年齢の引下げに伴いまして、市内の高校におきまし
ても「模擬投票」が実施されるようになりました。高校生にとって
身近な社会問題を政策の争点として取り上げた立候補者立会演説会
を開き、そのうえで投票を行うという方法を取っていますが、伊勢
市選挙管理委員会からも備品の貸出しを初めとした協力を進めてお
ります。

中学校で選挙の手続きを体験して選挙を身近に感じていただき、
また高校において社会問題を元に政治に関心を持ってもらうとい
う、一連の主権者教育の流れの中で、選挙管理委員会としては今後
とも各機関と連携し協力していくことで、一人でも多くの有権者に
投票していただき投票率の向上を目指していきたいと考えていま
す。

　提案・意見 伊勢市の選挙投票率向上に向けた施策を教えて下さい

平成29年は、伊勢市にとって市長及び市議会の選挙がある年で
す。
　昨年より、18歳以上が有権者となりました。

そして、昨年行われた参議院選挙において、三重県の18歳投票率
は 54.8％であり、三重県の投票率 59.75％（伊勢市の投票率は
58.30％）を下回っている状況です。

伊勢市選挙管理委員会と教育委員会社会教育課及び、その他関連
部署では、投票率の向上に向けて、どのような施策を考えているの
か教えて下さい。
　特に、18歳19歳に向けた投票率向上の取り組みを教えて下さい。

　回答

投票率の向上、特に選挙権年齢の引下げに伴う18歳・19歳の有権
者に対する取り組みにつきまして、伊勢市選挙管理委員会では、平
成26年度から教育委員会及び市内各中学校との連携のもと、中学生
を対象とした「未来の有権者啓発事業（中学校生徒会役員選挙協力
事業）」に取り組んでいます。

具体的には、各中学校の生徒会役員選挙におきまして、実際の選
挙と同じ様式の投票所入場券や投票用紙、また実際の選挙に使用す
る備品（投票箱、記載台）を使用して、実際の投票に近い体験をし
ていただいています。

なお、投票所入場券の裏面には、実際の選挙と同様に「期日前
（不在者）投票宣誓書」を記載することで、選挙期日の当日に投票
に行けなくても期日前（不在者）投票という方法で投票ができると
いうことを学んでいただき、将来有権者となった時の棄権防止につ
なげていきたい考えです。



その他
*********************************************************************************

　担当課 総務課（2017年３月回答）

　提案・意見 公文書の扱いについて

昨今、公文書の作成や保管と開示及び破棄に関して、議論が起き
ております。

伊勢市でも、公文書に関する取り決めがありますが、それは、市
民からは伺いしれません。
　全て市役所の判断で、作成や開示及び破棄が決められています。

公文書の作成及び管理・開示または破棄に関して、市議会または
第三者組織にて、判断する条例を作って欲しく思います。
　最後に、公文書は歴史資料そのものだと考えております。

伝統ある伊勢市では、公文書の扱いについて、条例として明文化
して欲しく思います。

　回答

伊勢市の公文書の管理については伊勢市文書管理規程に、開示手
続については伊勢市情報公開条例及び伊勢市個人情報保護条例に、
それぞれ規定されております。

これらの伊勢市の条例等については、市のホームページ等で公開
しており誰でもご覧いただくことができます。

ご提案の公文書の取り扱いに関する条例については、現在のとこ
ろ制定の予定はございませんが、保管の期間が満了した文書につい
ては、毎年度、なお保管の必要があるかどうか検討し、必要なもの
は期間の延長をしています。

公文書の作成・保管・廃棄等の管理については、今後も適切に
行ってまいります。
　ご提案、誠にありがとうございました。


